
特
定
不
法
行
為
等
に
係
る
被
害
者
の
迅
速
か
つ
円
滑
な
救
済
に
資
す
る
た
め
の
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
の
業
務
の

特
例
並
び
に
宗
教
法
人
に
よ
る
財
産
の
処
分
及
び
管
理
の
特
例
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

令
和
五
年
十
二
月
十
二
日 

参

議

院

法

務

委

員

会 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
格
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
以
下
「
法
テ
ラ
ス
」
と
い
う
。
）
が
本
法
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
特
定
被
害
者
法
律
援
助
事

業
を
遅
滞
な
く
開
始
し
、
そ
の
目
的
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
予
算
を
確
保
し
て
、
弁
護
士
等
に
よ

る
支
援
体
制
の
一
層
の
強
化
を
図
る
こ
と
。 

二 

本
法
に
基
づ
い
て
特
定
被
害
者
が
迅
速
か
つ
円
滑
に
被
害
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
本
法
の
趣
旨
や
法
テ
ラ
ス

の
業
務
等
に
つ
い
て
周
知
広
報
を
十
分
に
図
る
こ
と
。 

三 

指
定
宗
教
法
人
及
び
特
別
指
定
宗
教
法
人
の
指
定
は
、
当
該
宗
教
法
人
及
び
そ
の
信
者
の
信
教
の
自
由
に
十
分
に
配
慮
し

つ
つ
、
遅
滞
な
く
行
う
よ
う
努
め
る
こ
と
。 



四 

関
係
省
庁
の
緊
密
な
連
携
の
下
、
本
法
の
運
用
に
係
る
適
切
な
政
省
令
の
策
定
等
に
つ
い
て
必
要
な
取
組
を
直
ち
に
行
う

こ
と
。 

五 

本
法
施
行
後
、
法
テ
ラ
ス
の
業
務
の
特
例
、
宗
教
法
人
に
よ
る
財
産
の
処
分
・
管
理
の
特
例
等
に
よ
る
被
害
者
救
済
の
状

況
等
を
勘
案
し
、
具
体
的
に
検
討
す
る
べ
き
課
題
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
三
年
を
待
た
ず
に
、
信
教
の
自
由
に
十
分

配
慮
し
つ
つ
、
解
散
命
令
の
請
求
等
に
係
る
対
象
宗
教
法
人
に
関
す
る
財
産
保
全
の
在
り
方
を
含
め
検
討
を
行
う
こ
と
。
あ

わ
せ
て
、
特
定
不
法
行
為
等
に
係
る
被
害
の
実
情
に
つ
い
て
、
相
談
窓
口
に
お
け
る
相
談
状
況
や
関
連
法
令
の
施
行
状
況
等

の
検
証
、
被
害
者
等
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
を
通
じ
て
更
に
調
査
を
行
い
、
被
害
者
救
済
の
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
更
な

る
法
整
備
そ
の
他
の
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。 

六 

旧
統
一
教
会
問
題
に
起
因
す
る
親
族
間
の
問
題
、
心
の
悩
み
、
宗
教
二
世
を
含
む
こ
ど
も
が
抱
え
る
問
題
等
の
解
決
に
向

け
、
法
テ
ラ
ス
を
中
核
と
し
た
相
談
対
応
、
精
神
的
支
援
、
児
童
虐
待
や
生
活
困
窮
問
題
の
解
決
に
向
け
た
支
援
等
を
一
体

的
か
つ
迅
速
に
提
供
す
る
な
ど
の
被
害
者
に
寄
り
添
っ
た
相
談
・
支
援
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
必
要
な
予
算
を

確
保
す
る
と
と
も
に
、
元
信
者
や
宗
教
二
世
等
の
方
々
、
こ
れ
ま
で
旧
統
一
教
会
問
題
の
被
害
者
支
援
を
行
っ
て
き
た
有
識

者
等
の
知
見
も
活
用
す
る
こ
と
。 



  
 

右
決
議
す
る
。 


